
【新旧】事務専決規則（共通専決事項）

１　庶務関係

重要なもの 比較的重要な
もの

定例的又は軽
易なもの

重要なもの 比較的重要な
もの

定例的又は軽
易なもの

部長、次長、参
事

課長、主幹 所属職員 部長、次長、参
事

課長、主幹 所属職員

重要なもの 比較的重要な
もの

定例的又は軽
易なもの

重要なもの 比較的重要な
もの

定例的又は軽
易なもの

総務課法制担
当のグループ
リーダー

総務課法制担
当のグループ
リーダー

※市長決裁を
受ける告示及
び公告につい
ては、総務部
長及び総務課
長

※市長決裁を
受ける告示及
び公告につい
ては、総務部
長及び総務課
長

全て 総務課法制担
当のグループ
リーダー

全て 総務課法制担
当のグループ
リーダー

保存期間の決
定

保存期間の決
定原簿及び公簿

による諸証明
並びに閲覧

閲覧を目的とし
ない原簿及び
公簿を除く。

原簿及び公簿
による諸証明
並びに閲覧

閲覧を目的とし
ない原簿及び
公簿を除く。

重要なもの 比較的重要な
もの

定例的又は軽
易なもの

重要なもの 比較的重要な
もの

定例的又は軽
易なもの

重要なもの 全て（重要なも
のを除く）

重要なもの 全て（重要なも
のを除く）

重要な出版物
の刊行

比較的重要な
出版物の刊行
及び頒布の計

定期的又は軽
易な出版物の
刊行及び贈与

重要な出版物
の刊行

比較的重要な
出版物の刊行
及び頒布の計

定期的又は軽
易な出版物の
刊行及び贈与
全額

その他 500万円以下 100万円以下 50万円以下 500万円以下 100万円以下 50万円以下

県及び県単位
組織以下の団
体の表彰（県知
事表彰は、除
く。）潜在候補
者の選定

総務課長 県及び県単位
組織以下の団
体の表彰（県知
事表彰は、除
く。）潜在候補
者の選定

総務課長

別紙２-１

新 旧

合議 摘要

定例的かつ軽
易なもの

寄附の受
理

道路敷
水路敷

定例的かつ軽
易なもの

総務課表彰事
務を担当する
グループのリー
ダー

負担付の寄附
は、全て市長
決裁及び財政
課長合議とす
る。物品等の場
合は、評価額
又は時価によ
る。

叙勲、表彰の候補者
推薦（市職員以外）

全額 負担付の寄附
は、全て市長
決裁及び財政
課長合議とす
る。物品等の場
合は、評価額
又は時価によ
る。

文書管理
証明、閲覧

広報紙、ホームペー
ジ等への掲載
パブリック・コメント手
続
出版物

総務課表彰事
務を担当する
グループのリー
ダー

行事、会議の開催、
会議の会議録の作成

副市長 部長共通 課長共通

公示送達

事務引継

調査、照会、回答、報
告等文書の処理
告示及び公告

リーダー共通専決区分 副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通 合議 摘要
専決事項
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【新旧】事務専決規則（共通専決事項）

１　庶務関係

別紙２-１

新 旧

合議 摘要副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通専決区分 副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通 合議 摘要
専決事項

金額が100万円
を超える補助
金等に係る申
請及び精算報
告の提出

金額が100万円
以下の補助金
等に係る申請
及び精算報告
の提出

金額が100万円
を超える補助
金等に係る申
請及び精算報
告の提出

金額が100万円
以下の補助金
等に係る申請
及び精算報告
の提出

1000万円以下 500万円以下 100万円以下 交付決定にお
いて、企画部
長（一事業につ
き補助金額が
100万円）・財
政課長（一事
業につき補助
金額が50万円）
を超える申請
の場合に限る。
（ただし、補助
金等交付要綱
別表２に記載し
てある多治見
市補助金等交
付規則の適用
のないものにつ
いては除く）

    

審査基準の設
定

審査基準の設
定

公文書の公開・
非公開及び請
求却下の決定
並びに決定期
間の延長

総務課長 公文書の公開・
非公開及び請
求却下の決定
並びに決定期
間の延長

総務課長

死者情報の開
示・非開示及
び請求却下の
決定並びに決
定期間の延長

総務課長 死者情報の開
示・非開示及
び請求却下の
決定並びに決
定期間の延長

総務課長

補助申請（国県等）

行政手続

補助金及び交付金の
交付（補助金等交付
決議）

情報公開

死者情報の開示
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【新旧】事務専決規則（共通専決事項）

１　庶務関係

別紙２-１

新 旧

合議 摘要副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通専決区分 副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通 合議 摘要
専決事項

個人情報ファイ
ル簿の公表

総務課長 個人情報ファイ
ル簿の公表

総務課長

保有個人情報
の目的外利用
及び外部提供
の決定並びに
開示、訂正及
び利用停止の
決定等、決定
等の期限の延
長並びに決定
等の期限の特
例

総務課長 保有個人情報
の目的外利用
及び外部提供
の決定並びに
開示、訂正及
び利用停止の
決定等、決定
等の期限の延
長並びに決定
等の期限の特
例

総務課長保有個人情報の保護

個人情報ファイル
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【新旧】事務専決規則（共通専決事項）

２　人事関係

部内の職
員配置案
の決定

全て 全て

課内の事
務分担の
決定

全て 全て

部相互の協業
命令

課相互の協業
命令

グループ相互
の協業命令

部相互の協業
命令

課相互の協業
命令

グループ相互
の協業命令

早出遅出
勤務
深夜勤務
制限
超過勤務
制限
年次有給
休暇の時
季の変更

理事、部長、参
与

所属職員 理事、部長 所属職員

病気休
暇、特別
休暇の承
介護休暇
の承認、
組合休暇
の許可

全て（人事課
長）

全て（人事課
長）

理事、部長、参
与

次長、参事、課
長、主幹

所属職員 理事、部長 次長、参事、課
長、主幹

所属職員

育児休業
（部分休
業を含
修学部分
休業
高齢者部
分休業
自己啓発
等休業

所属職員 所属職員

部長、参与、次
長、参事

課長、主幹 管理職員特
別勤務手当
支給対象職
員とする。

部長、次長、参
事

課長、主幹 管理職員特別勤
務手当支給対象
職員とする。

課長、主幹 所属職員 理事、部長、
次長、参事に
ついては、部
内の連絡調
整を所掌する
課等の長とす
る。

課長、主幹 所属職員 理事、部長、次
長、参事につい
ては、部内の連
絡調整を所掌す
る課等の長とす
る。

別紙２-２

副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通

申請に対する
通知（人事課
長）

次長、参事、課
長、主幹

出勤簿の管理

休業 承認、取消し
（人事課長）

管理職員特別勤務の
指示

育児短時間勤務

承認、取消し
（人事課長）

時間外（休日）勤務命
令

旧

リーダー共通部長共通 課長共通

職制

合議合議 摘要

次長、参事、課
長、主幹

週休日の指定及びそ
の振替え並びに休日
の代休日の指定

協業命令

勤務時間 申請に対する
通知（人事課
長）

副市長 摘要専決区分

新

休暇の付
与

専決事項
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【新旧】事務専決規則（共通専決事項）

２　人事関係

別紙２-２

副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通

旧

リーダー共通部長共通 課長共通 合議合議 摘要副市長 摘要専決区分

新

専決事項
理事、部長、参
与

次長、参事、課
長、主幹

所属職員、非
常勤特別職

人事課長（旅
費が支給され
る３人以上の
出張命令に
限る。）

理事、部長 次長、参事、課
長、主幹

所属職員、非
常勤特別職

人事課長（旅費
が支給される３人
以上の出張命令
に限る。）

課長、主幹 所属職員 理事、部長、
次長、参事に
ついては、当
該事務を所
掌する課等の
長とする。

課長、主幹 所属職員 理事、部長、次
長、参事につい
ては、当該事務
を所掌する課等
の長とする。

全て 人事課長 全て 人事課長

課長、主幹（要
綱等で定めるも
の。）

課長代理又は
副主幹以下

所属長及び
人事課人事
担当グルー
プのリーダー

課長、主幹（要
綱等で定めるも
の。）

課長代理又は
副主幹以下

所属長及び人事
課人事担当グ
ループのリー
ダー

第１種会
計年度任
用職員

全て 人事課長 全て 人事課長

第２種・技
能労務会
計年度任
用職員

全て 人事課人事
担当グルー
プのリーダー

全て 人事課人事担当
グループのリー
ダー

会計年度
任用職員
募集の実
施

出張命令及び復命の
承認

勤務時間の割振り

委員会等の委員の任
命（委員全員が市職
員の場合に限る。）

所掌事務に係る職員
の身分証票の発行
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【新旧】事務専決規則（共通専決事項）

３　財務関係

全額 全額
全額 全額
全額 全額
全額 全額
全額 全額
全額（人事課長） 全額（人事課長）

100万円を超え
るもの

100万円以下 第３条第１
項ただし書
に特に注
意をするこ
と。

100万円を超え
るもの

100万円以下 第３条第１項ただ
し書に特に注意
をすること。

全額 全額
全額 全額

燃料費 50万円以下 20万円以下
光熱水費
食糧費 ５万円を超える

もの
５万円以下 ５万円を超える

もの
５万円以下

修繕料 1000万円を超
えるもの

1000万円以下 50万円以下 1000万円以上 1000万円未満 20万円以下

その他 100万円を超え
るもの

100万円以下 50万円以下 100万円を超え
るもの

100万円以下 20万円以下

通信運搬
費

50万円を超え
るもの

50万円以下 20万円を超え
るもの

20万円以下

広告料 100万円を超え
るもの

100万円以下 50万円以下 100万円を超え
るもの

100万円以下 20万円以下

その他 100万円を超え
るもの

100万円以下 50万円以下 注５参照 100万円を超え
るもの

100万円以下 20万円以下 注５参照

全額 私立保育
所児童運
営費、私立
幼稚園等
児童運営
費又は子
育てのため
の施設等
利用給付
費（私立幼
稚園分）と
して支払う
各私立園
への委託
料につい
ては、課長
専決とす
る。

  

100万円を超え
るもの

100万円以下 50万円以下 総務課長（不
動産に係るも
のに限る。）

100万円を超え
るもの

100万円以下 20万円以下 総務課長（不動
産に係るものに
限る。）

別紙２-３

1000万円未満 500万円以下 20万円以下 ＊（施設措置委
託料を除く。）

新 旧

副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通

20万円を超え
るもの

2000万円以下＊（施設措置
委託料を除
く。）

13　使用料及び賃借
料

12　委託料

10　需用
費

50万円を超え
るもの

3000万円以下 2000万円未満 1000万円以下 50万円以下

11　役務
費

支出負担
行為

１　報酬
２　給料
３　職員手当等
４　共済費
５　災害補償費
６　恩給及び退職年
７　報償費

８　旅費
９　交際費

専決事項
合議 摘要専決区分 副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通 合議 摘要
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【新旧】事務専決規則（共通専決事項）

３　財務関係

別紙２-３

新 旧

副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通
専決事項

合議 摘要専決区分 副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通 合議 摘要

＊ 1000万円以下  ＊

100万円を超え
るもの

100万円以下 50万円以下 100万円を超え
るもの

100万円以下 20万円以下

2000万円未満
（１件5000平方
メートル未満の
土地について
は、5000万円
以下）

1000万円以下 総務課長 注４参照 2000万円未満
（１件5000平方
メートル未満の
土地について
は、5000万円
以下）

1000万円以下 総務課長 注４参照

財政課長 財政課長
2000万円未満 1000万円以下 500万円以下 50万円以下 ＊ 2000万円未満 1000万円以下 300万円以下  ＊

500万円以下 300万円以下 100万円以下 財政課長（他
会計に対する
ものに限る。）

500万円以下 300万円以下 100万円以下 財政課長（他会
計に対するもの
に限る。）

100万円を超え
るもの

100万円以下 国民健康
保険事業
特別会計
の保険給
付費、介護
保険事業
特別会計
の保険給
付費及び
地域支援
事業費並
びに後期
高齢者医
療特別会
計の負担
金に限る。

100万円を超え
るもの

100万円以下 国民健康保険事
業特別会計の保
険給付費、介護
保険事業特別会
計の保険給付費
及び地域支援事
業費並びに後期
高齢者医療特別
会計の負担金に
限る。

全額 私立保育
所児童運
営費、私立
幼稚園等
児童運営
費又は子
育てのため
の施設等
利用給付
費（私立幼
稚園分）と
して支払う
各私立園
の負担金
に限る

  

１億5000万円
未満

負担金18　負担
金補助及
び交付金

16　公有財産購入費

17　備品購入費

14　工事請負費 １億5000万円
未満

15　原材料費

2000万円以下

支出負担
行為

3000万円未満5000万円未満 50万円以下
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【新旧】事務専決規則（共通専決事項）

３　財務関係

別紙２-３

新 旧

副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通
専決事項

合議 摘要専決区分 副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通 合議 摘要

補助金及
び交付金

1000万円以下 500万円以下 100万円以下 財政課長（他
会計に対する
ものに限る。）

1000万円以下 500万円以下 100万円以下 財政課長（他会
計に対するもの
に限る。）

全額 全額
全額 全額

企画部長 企画部長

財政課長（とも
に補償を除
く。）

財政課長（ともに
補償を除く。）

１億円以下 1000万円以下 企画部長 １億円以下 1000万円以下 企画部長

財政課長 財政課長

その他 全額 財政課長（国
県等支出金の
償還金、長期
債元利償還金
及び一時借入
金利子に限
る。）

全額 財政課長（国県
等支出金の償還
金、長期債元利
償還金及び一時
借入金利子に限
る。）

1000万円以下 500万円以下 100万円以下 総務課長 1000万円以下 500万円以下 100万円以下 総務課長
24　積立
金

基金利息
に係るも

全額 全額

その他 全額 全額
50万円を超え
るもの

50万円以下 20万円を超え
るもの

20万円以下

27　繰出
金

基金に対
するもの

全額 全額

その他 1000万円を超
えるもの

1000万円以下 500万円以下 財政課長 1000万円を超
えるもの

1000万円以下 500万円以下 財政課長

区分 区分

土木技監 土木技監

建築技監 建築技監

総務課長 総務課長

 契約担当グ
ループのリー
ダー

1000万円以下
（賠償金を除
く。）

500万円以下
（賠償金を除
く。）

100万円以下
（賠償金を除
く。）

注１　合議欄に＊印のあるものについては、次表の区分による。
工事又は製造その他の請負契約及び物件の買入れその他の契約

土木工事に係る事業で、副市長専決以上のもの

２　支出負担行為を変更する場合は、変更後の額に応じた区分とする。ただし、減額の変更の場合
は、変更前の額に応じた区分とする。

建築工事に係る事業で、副市長専決以上のもの

２　支出負担行為を変更する場合は、変更後の額に応じた区分とする。ただし、減額の
変更の場合は、変更前の額に応じた区分とする。

100万円以下

市債等の
繰上償還
に係るも

23　投資及び出資金

26　公課費

注１　合議欄に＊印のあるものについては、次表の区分による。

19　扶助費
20　貸付金
21　補償、補填及び
賠償金

1000万円以下 500万円以下

自動車購入費

22　償還
金利子及
び割引料

支出負担
行為

３　専決の区分は、契約総額による。
４　財産購入の際に補償を伴う場合は、一件の財産購入及び補償の専決区分は、当
該財産購入又は補償の額によるそれぞれの専決区分のうち、区分が高い方の専決区
分に合わせる。

３　専決の区分は、契約総額による。

工事又は製造その他の請負契約及び物件の買入れその他の契約

土木工事に係る事業で、副市長専決以上のもの

４　財産購入の際に補償を伴う場合は、一件の財産購入及び補償の専決区分は、当該財産購入又
は補償の額によるそれぞれの専決区分のうち、区分が高い方の専決区分に合わせる。

自動車購入費

注４参照 注４参照

建築工事に係る事業で、副市長専決以上のもの

50万円以上。ただし、競争入札によるものは除く。 
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【新旧】事務専決規則（共通専決事項）

３　財務関係

別紙２-３

新 旧

副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通
専決事項

合議 摘要専決区分 副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通 合議 摘要

50万円を超え
るもの

50万円以下 20万円を超え
るもの

20万円以下

50万円を超え
るもの

50万円以下 全額  

50万円を超え
るもの

50万円以下 全額  

50万円を超え
るもの

50万円以下 全額  

50万円を超え
るもの

50万円以下 全額  

追払いが
ある場合
は、追払い
の額を加え
た額による
支出負担
行為の区
分とする。
精算により
増減額が
生じないも
のは、課長
専決とす

追払いがある場
合は、追払いの
額を加えた額に
よる支出負担行
為の区分とする。
精算により増減
額が生じないも
のは、課長専決
とする。

全額 財政課長 全額 財政課長
全額 全額
全額 全額

全額（基金利
息に係るもの
を除く。）

基金利息に係
るもの

全額（基金利
息に係るもの
を除く。）

基金利息に係
るもの

50万円を超え
るもの

50万円以下 20万円を超え
るもの

20万円以下

全額 全額
全額 全額

資金前渡又は概算払を行った際の区分による。

支出負担行為の例による。

定額運用基金に係る
もの
その他の基金に係る
もの

収入調定

納入通知及び督促
減免

基金の収
入・支出

収入

注　歳入歳出外現金又は基金との振替・更正については、この項又は歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの項
若しくは基金の収入・支出の項に規定する区分のいずれか上位の区分による。

歳出戻入金

資金前渡及び概算払の精算 資金前渡又は概算払を行った際の区分による。

一時借入金の償還
歳入歳出外現金の受入れ払出し

支出命令

５　多治見市福祉医療費の助成に関する条例（昭和51年条例第８号）による福祉医療費の助成事業
に係る岐阜県国民健康保険団体連合会への扶助費との併合支払については、課長専決とする。

更正・振
替

歳出振替 支出負担行為の例による。
歳出更正

歳入振替

歳入更正

５　多治見市福祉医療費の助成に関する条例（昭和51年条例第８号）による福祉医療
費の助成事業に係る岐阜県国民健康保険団体連合会への扶助費との併合支払につ
いては、課長専決とする。
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【新旧】事務専決規則（共通専決事項）

３　財務関係

別紙２-３

新 旧

副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通
専決事項

合議 摘要専決区分 副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通 合議 摘要

公売の決定 その他全部 嘱託徴収員の
徴収実績報告

 公売の決定 その他全部 嘱託徴収員の
徴収実績報告

諸納付金収納担
当（交付要求及
び滞納処分に限
る。）

不納欠損処分 滞納処分の執
行停止

財政課長 不納欠損処分 滞納処分の執
行停止

諸納付金収納担
当

全額 全額

300万円以下 100万円以下 50万円以下 企画部長（50
万円を超える
場合に限る。）
財政課長

 300万円以下 100万円以下 50万円以下 企画部長（50万
円を超える場合
に限る。）
財政課長

歳出予算の節内
流用等について
は別に定める。

300万円以下 100万円以下
（企画部長）

50万円以下
（財政課長）

300万円以下 100万円以下
（企画部長）

50万円以下
（財政課長）

歳出予算の流用

予備費充用

収入

収入未済額繰越通知
書

徴収猶予、納期の変
更、繰上徴収、交付
要求、徴収の受嘱
託、滞納処分及び過
誤納金の還付

滞納処分の執行停止
及び不納欠損処分
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【新旧】事務専決規則（共通専決事項）

土木技監（土
木工事に係る
事業で、支出
負担行為の専
決区分が副市
長以上のもの
に限る。）

土木技監（土木
工事に係る事業
で、支出負担行
為の専決区分が
副市長以上のも
のに限る。）

建築技監（建
築工事に係る
事業で、支出
負担行為の専
決区分が副市
長以上のもの
に限る。）

建築技監（建築
工事に係る事業
で、支出負担行
為の専決区分が
副市長以上のも
のに限る。）

企画部長（部
長専決以上の
事業）

企画部長（部長
専決以上の事
業）

土木技監（土
木工事に係る
事業で、副市
長専決以上の
ものに限る。）

土木技監（土木
工事に係る事業
で、副市長専決
以上のものに限
る。）

建築技監（建
築工事に係る
事業で、副市
長専決以上の
ものに限る。）

建築技監（建築
工事に係る事業
で、副市長専決
以上のものに限
る。）

財政課長（事
業施行伺書に
よる場合又は
起案書等によ
る場合（事業
施行伺書を使
用する範囲の
事業）で課長
専決以上の事
業）

財政課長（事業
施行伺書による
場合又は起案書
等による場合（事
業施行伺書を使
用する範囲の事
業）で課長専決
以上の事業）

別紙２-４

新 旧

合議 摘要

当該事業に対する歳出予算の科目及び当該事業の設計金額
に応じ、３　財務関係の支出負担行為の部に規定するところに
よる。ただし、専決区分が副市長以上の場合は、部長とする。

４　契約事務
　　財産管理関係

副市長 部長共通
専決事項

事業の計
画・実施

設計書等
図書の作
成

当該事業に対する歳出予算の科目及び当該事業の設計金額
に応じ、３　財務関係の支出負担行為の部に規定するところに
よる。ただし、専決区分が副市長以上の場合は、部長とする。

副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通 摘要合議

当該事業に対する歳出予算の科目及び当該事業の設計金額
に応じ、３　財務関係の支出負担行為の部に規定するところに
よる。

課長共通 リーダー共通

事業施行
の決定
（契約方
法、入札
の公告、
入札参加
業者の指
名、見積
書徴取業
者の決
定）

当該事業に対する歳出予算の科目及び当該事業の設計金額
に応じ、３　財務関係の支出負担行為の部に規定するところに
よる。

専決区分
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【新旧】事務専決規則（共通専決事項） 別紙２-４

新 旧

合議 摘要

４　契約事務
　　財産管理関係

副市長 部長共通
専決事項

副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通 摘要合議 課長共通 リーダー共通
専決区分

総務課法制担
当のグループ
リーダー（契約
に当たって議
会の議決を要
する事業）

総務課法制担当
のグループリー
ダー（契約に当
たって議会の議
決を要する事業）

契約の相
手方の決
定

財政課契約担
当のグループ
リーダー

 

予定価
格・最低
制限価格

 現場代理人通
知書

着工届 現場代理人通
知書

工程表 現場作業員責
任者通知書

工程表 現場作業員責
任者通知書

 技術者通知書 下請負届 技術者通知書

完成届  完成届 請負代金内訳
書再委託承諾書 材料検査（試

験）願
再委託承諾書 材料検査（試

験）願

施工計画書  施工計画書 段階確認書

出来形検査願  出来形検査願 立会願

施工体制台帳 履行報告書  履行報告書
 休日・夜間作

業届
修補改造完了 修補改造完了
再委託（変更
届）申出書

再委託（変更
届）申出書

監督職
員・検査
職員の任
検査結果
の通知

当該事業施行の決定の際の区分による。

当該事業施行の決定の際の区分による。ただし、専決区分が
部長以上の場合は、部長とする。

事業の計
画・実施

関係書類
の収受・
発送

当該事業施行の決定の際の区分による。ただし、専決区分が
部長以上の場合は、部長とする。

当該事業施行の決定の際の区分による。

当該事業に対する歳出予算の科目及び当該事業の設計金額
に応じ、３　財務関係の支出負担行為の部に規定するところに
よる。

事業施行
の決定
（契約方
法、入札
の公告、
入札参加
業者の指
名、見積
書徴取業
者の決
定）

当該事業に対する歳出予算の科目及び当該事業の設計金額
に応じ、３　財務関係の支出負担行為の部に規定するところに
よる。
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【新旧】事務専決規則（共通専決事項） 別紙２-４

新 旧

合議 摘要

４　契約事務
　　財産管理関係

副市長 部長共通
専決事項

副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通 摘要合議 課長共通 リーダー共通
専決区分

設計書等図書
を作成する場
合は、変更後
の設計金額に
応じ、事業の
計画・実施の
部に規定する
ところによる。
ただし、減額の
変更の場合
は、変更前の
設計金額に応
じ、事業の計
画・実施の部
に規定するとこ
ろによる。

設計書等図書を
作成する場合
は、変更後の設
計金額に応じ、
事業の計画・実
施の部に規定す
るところによる。
ただし、減額の
変更の場合は、
変更前の設計金
額に応じ、事業
の計画・実施の
部に規定すると
ころによる。

承諾・協議の
受理及び回答

承諾・協議の
受理及び回答

指示書の交付 指示書の交付
工期延長願の
受理及び回答

工期延長願の
受理及び回答

全額 全額
500万円を超え
るもの

500万円以下
のもの

500万円を超え
るもの

500万円以下
のもの

全額 事業施行伺書
を使用する事
業は、当該事
業の施行の決
定の際の区分
による。

全額 事業施行伺書を
使用する事業
は、当該事業の
施行の決定の際
の区分による。

１　行政財産の
貸付（無償貸
付及び減額貸
付並びに貸付
期間が10年を
超えるものを除
く。）

行政財産の使
用の許可

総務課長（行
政財産の貸付
に限る。）

行政財産の貸
付（無償貸付
及び減額貸付
並びに貸付期
間が10年を超
えるものを除
く。）

行政財産の使
用の許可

総務課長（行政
財産の貸付に限
る。）

２　公共施設長
寿化計画の作
成

 

１　使用（変更）
の許可（目的
外使用を含
む。）

１　使用（変更）
の許可（目的
外使用を含
む。）

当該事業施行の決定の際の区分による。

休館日、開館
時間の変更

指定管理者によ
り管理される公の
施設について
は、指定管理者
の権限とされる部
分を除く。

指定管理者に
より管理される
公の施設につ
いては、指定
管理者の権限
とされる部分を
除く。

単価契約

休館日、開館
時間の変更

公の施設の管理

施越工事の決定
工事受託及び業務受
託の決定

設計変更・工期変更 当該事業施行の決定の際の区分による。

行政財産の管理
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【新旧】事務専決規則（共通専決事項） 別紙２-４

新 旧

合議 摘要

４　契約事務
　　財産管理関係

副市長 部長共通
専決事項

副市長 部長共通 課長共通 リーダー共通 摘要合議 課長共通 リーダー共通
専決区分

２　使用許可の
取消し、停止

２　使用許可の
取消し、停止

３　入館の制限 ３　入館の制限
４　器具等の搬
入許可

４　器具等の搬
入許可

５　使用料の還
付、減免の決
定

５　使用料の還
付、減免の決
定

１　登記 １　登記

２　境界の決定 ２　境界の決定

500万円以下 300万円以下 50万円以下 総務課長（車
両に限る。）

区分は、取得
価格による。

500万円以下 300万円以下 50万円以下 総務課長（車両
に限る。）

区分は、取得価
格による。

全額 全額

全額 全額

休館日、開館
時間の変更

指定管理者によ
り管理される公の
施設について
は、指定管理者
の権限とされる部
分を除く。

物品の不用決定

指定管理者に
より管理される
公の施設につ
いては、指定
管理者の権限
とされる部分を
除く。

休館日、開館
時間の変更

不用物品・回収資源
等の売払決定
市広告媒体への広告
の掲載決定

登記及び境界

公の施設の管理
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